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エンディングノートの使い方

※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

　「エンディングノート」という言葉を耳にしたことはありますか？ここ数年注目されているので、すで

に購入した方、もしくは購入しようか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

　エンディングノートとは、人生の最終章を迎えるに当たり、自分の思いや希望を家族に伝えるため

のノートです。

　病気もなく体力があるうちは、実感が湧かず、どのように人生を終えたいのかを考えようという気

がなかなか起こらないかもしれません。

　たとえ今は元気だとしても、事故に遭って長期入院することになったり、認知症になってしまい、

日常生活の判断が難しくなったりと、「もしものとき」は思いがけないタイミングでやってきます。そ

んなとき、残される家族にとって重要な情報を知ることは大きな助けになります。

　例えば、親戚・友人の連絡先、財産や保険のこと、死の間際に延命はどうするか、病院、ホスピス、

在宅等どこで最期を迎えたいか、誰に側にいてほしいか、葬儀や戒名の希望、棺に入れてほしいもの、

お墓について。普段は話題にしにくい内容ですが、どれも自分に関わる大変重要な情報です。自分

自身の振り返りや備忘録にもなりますし、なにより家族への大切な伝言となります。決まった形式が

あるわけではないので、普段なかなか言えない家族への感謝の気持ちを書いても良いと思います。

　エンディングノートを作ると、自分の人生を振り返って、残りの人生をどう過ごすのかを考えるきっ

かけにもなります。終わりではなく、始まりのために作るのもいいでしょう。書いた後には必ず大切

な人にノートの存在を伝え、保管してもらい、いざというときに活用できるものにしましょう。

　「縁起でもない」とお叱りを受けるかもしれませんが、エンディングノートを書くことは悔いのない

「終活」の第一歩になるのではないでしょうか。
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